
「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会ヒアリング申請書」 

 
○ 団体の名称：日本機能性食品医用学会 
 
○代表者：理事長 小越章平（高知医科大学副学長） 
 
○団体の概要 
（１）目的 
 本会は機能性食品の科学的研究を促進し、明らかな「エビデンス」を伴った

ものの医用普及により、生活習慣病の予防、改善、健康促進に寄与することを

目的として設立された。（添付資料） 
（２）組織構成 

理事６名（うち代表理事長１名）、顧問（東京農業大学 荒井綜一教授） 
監事２名、評議員（会員の約１０％）、 
正会員、賛助会員より構成（添付資料） 

（３）活動の内容 
  平成１４年６月に創立役員会を行い、その後、学術総会は下記の如く開催

する。 
第１回総会（発会記念講演会）平成１４年１２月（高知市） 
         会長 高知医科大学・小越章平副学長（添付資料） 
第２回総会 平成１５年１２月６日（土）（大津市）予定 

会長 滋賀医科大学・馬場忠雄副学長（添付資料） 
第３回総会 平成１６年１２月（名古屋市）予定 
         会長 中部大学教授（日本学術会議会員）永井和夫 

 
なお学会認定誌として「機能性食品と薬理栄養」を平成１５年６月より年６

回発行（添付資料） 
   
○ 健康食品に係わる制度のあり方に関する意見内容 

「機能性食品」という言葉はもともとわが国で使われ始め、それが英訳され

て「Functional Foods」として広く世界的に関心を集めている。わが国では

現在製品も数多く、現在の規制名称も、分類も分かりにくい。 
また、これらが明らかな医学的根拠をもっているとは限らないものも多いと

思われる。我々はこれら食品にも明らかに医用効果があると考え、純粋に科

学的「エビデンス」を求めていく。また、医用の立場からの分類（MUFF 分

類、添付書類）を提唱して今後の研究に役立てたい。現在の規制に対する学

術的側面的協力に役立つ学会に育成したいと考える。 



日本機能性食品医用学会設立趣旨 

 
 わが国は今後益々高齢者社会に向かい、「健康日本２１」政策を具体的に方向付けた「健

康増進法」の内容も示され、具体的に食生活の改善などが謳われている。わが国では、中

国古語「医食同源」という思想が通常の食生活に深く根づいており、これは食と健康との

深い関連性を現すものであるといえる。この思想は現在も「機能性食品」という形で受け

継がれているがこの言葉は、広辞苑によれば 
「栄養以外の何らかの生理作用をあらわす機能をもつ食品の総称」 
とあり、もともとわが国で使われ始めたものであるという。 
それが欧米でも「functional food」と訳され、すでに学会等で一般的に使われており、関連

演題、製品もうなぎ昇りに増えている。一方わが国では「特別用途食品」「特定保健用食品」

「健康食品」という名称が使われ、さらに厚生労働省による「病者用食品」の認可作業も

進んでいる。しかし、「機能性食品」は先の通り一般的で分かりやすいため、これを学会の

名称に入れた。機能性食品をとりまくわが国の現状は、多種多様な製品が一般市場に出回

っており、中にはイメージだけが先行しているものも多いと考えられる。 
 本会はこれを純粋に科学的に研究し、明らかな科学的「エビデンス」のある機能性食品

の医用普及により国民の健康促進並びに生活習慣病の予防に役立つことを願って設立する

こととした。なにとぞ趣旨にご賛同いただき学会ならびに機能性食品の健全なる発展に寄

与することを祈念し、本会を育てて戴くことをお願いする次第である。 
 
 平成 14 年 10 月吉日 
 
  

日本機能性食品医用学会理事  
                理 事 長  小越章平（高知医科大学副学長）  
                理  事  馬場忠雄（滋賀医科大学副学長）  
                理  事  青木照明（東京慈恵会医科大学客員教授）  
                理  事  近藤和雄（お茶の水女子大学教授）  
                理  事  永井和夫（中部大学教授・日本学術会議会員）  

理  事  横谷邦彦（高知医科大学教授）  
 
 
 
 
 
 

 



日本機能性食品医用学会会則 

第１章 総則  
 第１条 名称  
  本会は日本機能性食品医用学会(Japanese Society for Medical Use of Functional Foods)
と称する。  
第２章 目的および事業  
 第２条 目的  
  本会は、科学的研究を推進し、明らかなエビデンスを伴った機能性食品の医用普及によ

り、生活習慣病の予防、改善、健康促進に寄与することを目的とする。  
 第３条 事業  
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  
     (1) 年１回以上の総会、学術集会の開催  
     (2) 機関誌および学術図書などの刊行  
     (3) 内外の関係学術団体との連絡および連携  
     (4) その他、本会の目的を達成するための必要な事業  
第３章 会員  
 第４条 種別  
  本会の会員は次のとおりとする。  
      (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した者  
      (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人、法人あるい

は団体とし、理事会の推薦を得て評議員会の承認を経た者  
      (3) 名誉会長、名誉会員、特別会員、顧問を理事会で推戴し、評議員会で承認する。  
 第５条 入会  
  本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申し込み、理事会の承認

を受けなければならない。  
 第６条 会費  
  会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。  
 第７条 資格の喪失  
  会員は、次の事由によって資格を喪失する。  
     (1) 退会したとき  
     (2) 死亡したとき  
     (3) 除名されたとき  
 第８条 退会  
  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならな

い。  
      (1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき  
      (2) 本会の会員としての義務に違反したとき  
      (3）会費を２年以上滞納したとき  



 第１０条 会費等の不返還  
  会員が既に納入した会費、その他拠出金は、これを返還しない。  
第４章 役員等  
 第１１条 役員  
  １.  本会には次の役員をおく。  
      (1) 理事長 １名  
      (2) 副理事長 １名  
      (3) 理事 若干名  
      (4) 評議員 正会員の１０％以内  
      (5) 監事 ２名  
      (6) 学術集会会長（以下、会長） １名  
      (7) 次期学術集会会長（以下、次期会長） １名  
 第１２条 役員の選出  
  １.  理事長、理事、評議員および監事は別に定めるところにより選出される。  
  ２.  会長および次期会長は、理事会の議を得た後、評議員会および総会の承認を 受ける。  
  ３.  会長および次期会長の候補者は評議員でなければならない。  
 第１３条 役員の職務  
  １.  理事長は、本会を代表し会務を総括する。  
  ２.  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等あるときはその職務を代行する。  
  ３.  理事、会長、次期会長は、理事会を組織し会務の審議および本会の運営にあたる。  
  ４.  評議員は、評議員会を組織し本会の運営に必要な事項について審議する。  
  ５.  監事は、本会の会務監査および会計監査にあたる。  
  ６.  会長は学術集会を主宰する。  
  ７.  次期会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職務を代行する。  
第５章 会議  
 第１４条 会議  
  本会の会議は、総会、評議員会および理事会とする。  
 第１５条 総会  
  １.  総会は、正会員をもって構成する。  
  ２.  理事長は、原則として年１回の総会を招集し、理事会および評議員会の決定事項を

報告する。  
  ３.  総会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項を議決する。  
      (1) 事業計画および収支予算  
      (2) 事業報告および収支決算  
      (3) その他、本会の運営に関する重要事項  
  ４.  総会における議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が

決する。  
  ５.  総会の議長は理事長とする。  
 第１６条 評議員会  



  １. 理事長は、必要に応じて評議員会を招集する。  
  ２.  理事長は、評議員の過半数または監事の請求がある時は評議員会を招集しなければ

ならない。  
  ３.  評議員会の成立には、委任状を含めて評議員の過半数の出席を要し、議事の決定は

出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。  
  ４.  評議員会の議長は会長とする。  
 第１７条 理事会  
  １.  理事長は、必要に応じて理事会を召集する。  
  ２.  理事長は、評議員の過半数または監事の請求がある時は理事会を召集しなければな

らない。  
  ３.  理事会の議長は理事長とする。  
 第１８条 学術集会  
  学術集会は、定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる。  
第６章 委員会  
 第１９条 委員会および委員  
  １.  本会は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。  
  ２.  委員は、理事会の議を得て理事長がこれを委嘱する。  
第７章 部会  
 第２０条 部会  
  本会は必要に応じて部会を置く。  
第８章 会計  
 第２１条 会計  
  １.  本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。  
  ２.  本会の会計年度は、毎年１２月１日から翌年１１月３０日までとする。  
第９章 会則の変更  
 第２２条 会則の変更  
  会則の変更は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。  
第１０章 解散  
 第２３条 解散及び残余財産の処分 
  １.  本会は、理事会および評議員会においてそれぞれ構成員の３／４以上の同意を得た

うえ総会において正会員の２／３以上の同意を得て解散することができる。  
  ２.  解散に伴う残余財産の処分は、理事会および評議員会の議決と総会の承認を得て行

う。  
第１１章 補足  
 第２４条 細則  
  １.  本会則の施行に必要な細則は、理事会および評議員会の議決を経て別に定める。  
  ２.  平成１４年１２月６日から施行する。  
      



 

Ⅰ　免疫・感染系機能性食品 Ⅹ　消化器系
　　Ⅰ-１　免疫系 　　Ⅹ－１　消化器一般系
　　Ⅰ-２　感染系 　　Ⅹ－２　上部消化器系

　　Ⅹ－３　下部消化器系
Ⅱ　腫瘍系 　　Ⅹ－４　肝臓系

　　Ⅹ－５　膵・胆道系
Ⅲ　加齢・老化系

ⅩⅠ　リウマチ・アレルギー系
Ⅳ　心身系・（癒し系）

ⅩⅡ　腎・尿路系
Ⅴ　生活習慣・環境系
　　Ⅴ-１　生活習慣 ⅩⅢ　内分泌系
　　Ⅴ-２　タバコ、アルコール系
　　Ⅴ-３　環境系　 ⅩⅣ　代謝系

　　ⅩⅣ-１　糖尿病系
Ⅵ　中毒系・神経系 　　ⅩⅣ-２　脂質系

　　ⅩⅣ-３　タンパクアミノ酸系
Ⅶ　症候系 　　ⅩⅣ-４　ビタミン系

　　ⅩⅣ-５　ミネラル系
Ⅷ　循環器系 　　ⅩⅣ-６　微量元素系
　　Ⅷ－１　補液系 　　ⅩⅣ-７　骨粗しょう系
　　Ⅷ－２　血圧系
　　Ⅷ－３　血液・血小板系 ⅩⅤ　その他

Ⅸ　呼吸器系

医用機能性食品分類（MUFF分類）
日本機能性食品医用学会（2003年1月)

 



      2002年12月6日（金） 14：00～

セッションⅠ 座長　小越章平
1. 機能性食品の現状と将来

近藤和雄（お茶の水女子大学生活環境研究センター）
2. 免疫増強経腸栄養食品の基礎的研究

小野　香、小越章平（高知医科大学免疫学教室、同副学長）
3. サケ精巣を原料にした経口核酸食の有用性に関する検討

高木厚司（九州大学大学院統合生理学）
4. 小児における経口輸液（OS-1）の効用 

靏　知光（久留米大学小児外科）
5. 高齢者における経口輸液（OS-1）の効用

五関謹秀（春日部秀和病院副院長）

セッションⅡ 座長　馬場忠雄
6. アミノ酸の生理機能について

馬渡一徳（味の素株式会社海外アミノ酸カンパニー）
7. 発芽大麦(GBF)による腸粘膜の機能制御について

安藤　朗、馬場忠雄（滋賀医科大学消化器内科、同副学長）
8. 海洋深層水の薬理活性

宮村充彦（高知医科大学薬剤部製剤室長）
9. 枇杷の種子由来エキスの活性酸素産生抑制作用と医療への応用

西岡豊（高知医科大学薬剤部）
10. 胃切除後患者管理における栄養補助食品の可能性について

青木照明（慈恵会医科大学客員教授）

　　　全員懇親会 17:30～（予定）

事 務 局 ： 高知医科大学 庶　　務 小野　香　Fax. 088（880）2208
E-mail　kaoriono@kochi-ms.ac.jp

会　　計 西村康子　Fax. 088（880）2376

問合わせ： JEFFｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ   石渡一夫（林　順子） Tel. 03 （3578）0303  Fax. 03 (3578) 0304　 　
E-mail  info@jeff.co.jp

各演題10分、討論5分　　　　参加費　3,000円（懇親会費含む）

　 挨拶                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知医科大学副学長　　　小越章平　　

総括ならびに閉会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学副学長　　　馬場忠雄

第1回　日本機能性食品医用学会総会
Japanese Society for Medical Use of Functional Foods

ー発会記念講演会ー

ホテル日航高知旭ロイヤル

学会役員
　　　　　理事長　小越章平（高知医科大学副学長）
　　　　　理　事　馬場忠雄（滋賀医科大学副学長）
　　　　　　　　　青木照明（慈恵会医科大学客員教授・前外科主任教授）
　　　　　　　　　近藤和雄（お茶の水女子大学生活環境研究センター長）
　　　　　　　　　永井和夫（中部大学教授・日本学術会議会員）

 
 



第２回日本機能性食品医用学会総会 

会期 平成 15 年 12 月 6 日（土） 
会長 滋賀医科大学 副学長 馬場忠雄 

会場 ピアザ淡海（おうみ）県民交流センター 
大津市におの浜 1-1-20 Tel：077-527-3311 

事務局 滋賀医科大学消化器内科 
担当 安藤 朗 Fax：077-548-2219 

 
 
 
 
 

会誌（認定誌）「機能性食品と薬理栄養」 

隔月発行（年 5 冊＋総会抄録集）各冊 1,500 円消費税込、年間 9,000 円 
編集委員 近藤和雄（委員長）、山森秀夫（副委員長）、雨海照祥、安藤朗、田村佳奈美、

小野香編集顧問 小越章平、馬場忠雄、青木照明、永井和夫、横谷邦彦 
 
発行所 ㈱日本医学中央会（メディカル・コア） 自由購入 
問合せ先 東京都中央区八丁堀三丁目八番一号（栄ビル） 
Tel：03-3552-7741（代表）Fax：03-3552-7745（担当／近藤政彦） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学会ホームページアドレス：http://www.kochi-ms.ac.jp/̃JSMUFF/muff.htm 
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